
弁護士による

自然災害

無料電話法律相談

受付期間　令和8年３月16日（月）～４月30日（木）

平日　午前9時～正午・午後1時～5時

電話 0852-21-3450

　　

　

　島根県内の被災者、またはそのご家族を対象に、

弁護士による無料の電話相談を実施します。※２回目まで無料。

(必要に応じて、面談又はウェブでの無料相談も実施。)

　受付後数日内に、弁護士が折返し電話をします。

主催：島根県弁護士会

この無料電話相談は、令和８年１月６日に発生した

地震災害に関する法律相談を対象としています。

　


